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第１章 背景・目的 

１．はじめに 

 子ども・子育て支援法が平成２７年に施行されてから７年が経過する。令和元年１０月か

らは幼児教育・保育の無償化が始まり、３歳以上であれば保護者の経済的負担を要すること

なく幼児教育・保育を受けることができることとなった。また、ほぼすべての４・５歳の子

どもが幼稚園・保育所等に入園・入所しており、待機児童数も、調査開始以来初の５０００

人強と減少してきている（令和３年４月調査）。これまで大きな課題とされていたいわゆる

「保育の受け皿の確保」については、一定程度目標が達成されたといえる。 

今後は保育の受け皿の確保に留まらず、将来的に発生し得る課題に対応することが可能

な、子ども・子育て支援のあるべき姿を追求することが求められる。その一つの手がかりと

して、幼稚園・保育所等に留まらず、様々な関係機関と連携しながら子育てに当たっていく

ことが挙げられる。 

令和３年には子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律（令和３年法律

第５０号）により子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）が改正され、市町村子

ども・子育て支援事業計画の記載事項として、「地域子ども・子育て支援事業を行う市町村

その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供を行う関係機関相互の連携の推進

に関する事項」を追加する規定が盛り込まれた。これにより、関係機関の連携がいっそう進

むことが期待されている。 

制度面の改正と併せて、先進的な取組事例の収集も必要である。様々な関係機関と連携し

て子育てに当たっている先進的な取組を通して、将来的な課題に対し、どのように対応すべ

きかについて、検討することが必要である。 

 以上の背景を踏まえ、本調査研究では、将来的な子ども・子育て支援の在り方について模

索することを目的とし、先駆的な取組の実践者・学識経験者等により構成される「１０年後

の子ども・子育て支援の在り方を考える研究会」を開催し、10 年後の子ども・子育て支援

の在り方について検討した。本報告書は、当該検討内容について取りまとめたものである。 

 

２．検討方針及び検討 

 本調査研究では、事務局にて基礎的なデータ収集を実施したうえで、3 回の「１０年後の

子ども・子育て支援の在り方を考える研究会」を実施し、その協議結果を取りまとめる。な

お、研究会の参加の委員は図表 1 の通りである。 

 



 

 

図表 1 委員一覧 

 

  



 

 

第２章 研究会の実施 

１．第 1 回研究会 

「１０年後の子ども・子育て支援の在り方を考える研究会」の第１回研究会概要は以下の

通り。 

 

（１）議事次第等 

〇 開催日時： 

令和 4 年 11 月 30 日（水） 13:00～15:00 

 

〇 開催場所：ワークスタイリング虎ノ門駅前 カンファレンスフィールド 

（東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 9 階） 

 

〇 研究会委員プロフィールと出席状況： 

No. 委員名 所属 出席状況 

1 池本 美香 株式会社日本総合研究所 出席（オンライン） 

2 奥山 千鶴子 認定 NPO 法人びーのびーの 理事長 出席 

3 柿沼 平太郎 学校法人柿沼学園 理事長 出席 

4 柴田 悠 京都大学総合人間学部 准教授 欠席 

5 鈴木 眞廣 社会福祉法人わこう村 理事長 出席 

6 野澤 祥子 東京大学 Cedep 准教授 出席（オンライン） 

7 松本 理寿輝 まちの保育園・こども園 代表 出席（オンライン） 

8 吉田 正幸【座長】 株式会社保育システム研究所 代表 出席 

 

〇 議事次第： 

１．開会 

２．議事 

 （１）研究会の概要説明 

（２）吉田委員ご発表 

（３）外部環境の変化及び子ども・子育て環境のありたい姿について 

（４）柿沼委員ご発表 

（５）その他 

３．閉会 

 

  



 

 

 

（２）柿沼委員プレゼン 

 柿沼委員より、資料に沿ってプレゼンテーションをご実施いただいた。プレゼンテーショ

ンの実施内容は以下のとおり。 

 

＜総論＞ 

〇 こどもが生まれたこと、こどもの成長を家族以外誰も喜んでいないのではないか、とい

う問題意識有り。こどもの幸福感が低いのは、このあたりにも要因があるのではないか。 

〇 本来「保育」は家庭や地域にあったものだが、「保育」という言葉が、「保育所の保育」

ということに置き換わってしまっている。今後 10 年を見据える中で「「保育」は家庭も地

域も施設もみんなで行うもの」という共通認識をどのように形成していくかは、議論すべ

き論点ではないか。 

〇 制度はたくさんあるが、こどもたちに支援が届いていないという場面もあるのではな

いか。財源に限りがある中で、既存の制度を見直したり、組み替えたりすることで、今の

時代に必要な制度を作り上げていく視点が必要ではないか。 

〇 テレワークの進展等の中で、父親が地域や園の仕事を担う場面が多くなっている。自分

のこどもが通っている園のためだけではなく、地域や自治会ともつながって地域をつく

っていくようなことが進んでいくのではないか。 

〇 全てのこどものウェルビーイングを考えていく上で、望ましくない「地域差」を生じさ

せないためには、例えば、広域調整のような形で都道府県や国の役割が大きくなってくる

のではないか。 

 

＜“こどもむら”の実践＞ 

〇 「子どもの誕生を喜び、子どもの成長を楽しめる社会」を目標として、地域で暮らすこ

どもたちの健やかな育ちの保障と親の子育ての支える施設、社会の創設を、”こどもむら

“の目指す姿として、取組を進めている。 

〇 “こどもむら”では、幼児教育・保育施設を中心とした切れ目のないワンストップでのサ

ービス提供に取り組んでいる。 

〇 経緯としては、幼稚園、認定こども園から始めて、０～2 歳への支援ニーズに気づき、

その対応のために子育て支援拠点を開設。さらに、その拠点に来ることができない層が存

在することに気づき、アウトリーチ型の子育て支援である「ホームスタート」事業を実施。

さらに、「ホームスタート」で家庭を訪問し、家庭の中に入って支援をする中で、厳しい

状況に至る前の段階で早期に支援につなげていくことが必要だと考え、産前・産後の余裕

があるうちから地域での居場所をつくるため、「マタニティハウス・ベビールーム」を開

設。産前・産後の支援をするこの場所につなげるための一つの仕掛けが、無料の「ベビー

ボックス」の配布事業を開始した。このほか、学習支援事業や高校との連携にも取り組ん



 

 

でおり、全体でみると産前から高校生年代まで関わりがある形になっている。 

 

＜幼児教育・保育施設が果たすことができる役割等＞ 

〇 園には、栄養士や看護師などの専門職がいて、貴重な社会資源。例えば、単に「離乳食

づくりの講座」とするのではなく、一緒に離乳食を食べる「離乳食カフェ」にして、そこ

に専門職である栄養士がいて話を聞く、といったような「敷居を下げる」仕掛けと組み合

わせることが考えられる。 

〇 保育士は、乳幼児だけでなく、養護施設や様々な場面で活躍できる専門性があり、今後

待機児童がいなくなった場合にも社会で生きてくるのではないか。 

〇 地域や家庭が安定しなければ、いくら乳幼児保育施設・子育て支援施設の質がいくら上

がっても、こどもは安定しないのではないかと考えている。こどもが母親のお腹にいる時

から保護者の生活が安定することが、入園前の時期の生活の安定、入園後の生活の安定、

卒園後の安定につながっていくため、産前からの支援に取り組むことが重要。 

 

＜地域保育ユニットをベースとした支援等＞ 

〇 実践から得た感覚として、「人口 3 万人程度、こども 150 人程度」を一つのユニット・

共同体として、支援体制を構築していけるとよいのではないかと考えている。 

〇 その際の留意点としては、 

・人口密集地域と比較して、中山間地や過疎地域などは共同体のエリアが広くなる 

・市区町村の境界や、中山間地・過疎地域などは広域調整によるカバーが必要 

・事業の担い手は、NPO や保護者なども含めて様々な主体が考えられる。 

〇 事業・支援の現場を担うスタッフが余裕をもって対応できる環境整備は忘れてはなら

ない大切な視点。 

  



 

 

なお、プレゼンテーションの際に柿沼委員よりご説明いただいた資料は以下のとおり（一

部抜粋）。 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

（３）協議事項のまとめ 

 第１回研究会における委員の協議事項のまとめは以下のとおり。 

 

〇 各委員の共通理解として、「「子どもの育ち」・「子育て」は、孤立することなく、生活

の拠点である地域（子育て支援施設・事業も含む）における多様な関係性の中で保障・

支援されるべき」との考え方が確認された。 

〇 また、「「子どもの育ち」・「子育て」と「地域・コミュニティ」との関係は、共通した

「切り口」・問題意識である」との受止めも確認された。 

〇 他方、「地域ぐるみの子育てが重要・必要」などの意見は従前から幅広く指摘されて

きたものの、その具体化・具現化については、抽象的な意見や議論が多いような節もあ

ったのではないかと感じられた。 

〇 人口減少、特にこどもの大幅な減少も含め 10 年後の社会の変化を見据え、このタイ

ミングで改めて、どうすれば「子どもの育ち」、「子育て」について、その責任を個人・

家庭のみに負わせることなく、地域・コミュニティと一体となって支えていけるのか、

その方向性について「解像度」を上げていくこと、いわゆる「地域ぐるみの子どもの育

ち・子育て」のとらえ方について、昭和・平成から「令和」時代にアップデートを試

み、そのイメージの解像度を上げていく、というとらえ方もできるのではないか。 

 

 

  



 

 

２．第２回研究会 

「１０年後の子ども・子育て支援の在り方を考える研究会」の第２回研究会概要は以下の通

り。 

（１）議事次第等 

〇 開催日時： 

 令和 5 年１月 17 日（火） 10:00～12:00 

 

〇 開催場所：ワークスタイリング虎ノ門駅前 カンファレンスフィールド 

（東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 9 階） 

 

〇 研究会委員プロフィールと出席状況： 

No. 委員名 所属 出席状況 

1 池本 美香 株式会社日本総合研究所 出席 

2 奥山 千鶴子 認定 NPO 法人びーのびーの 理事長 出席 

3 柿沼 平太郎 学校法人柿沼学園 理事長 出席 

4 柴田 悠 京都大学総合人間学部 准教授 出席（オンライン） 

5 鈴木 眞廣 社会福祉法人わこう村 理事長 出席 

6 野澤 祥子 東京大学 Cedep 准教授 出席 

7 松本 理寿輝 まちの保育園・こども園 代表 出席 

8 吉田 正幸【座長】 株式会社保育システム研究所 代表 出席 

 

〇 議事次第： 

１．開会 

２．議事 

 （１）第１回研究会での議論の振り返り 

（２）政府の政策動向の共有 

（３）委員プレゼン 

（４）ディスカッション 

 （５）その他 

３．閉会 

 

  



 

 

（２）奥山委員プレゼン 

 奥山委員より、資料に沿ってプレゼンテーションをご実施いただいた。プレゼンテー

ションの実施内容は以下のとおり。 

 

＜地域における多様な繋がりの構築＞ 

〇 出産前から地域につながっていることが大事。地域とつながることで保護者・養育者が

既にもっている得意な力を地域で発揮できる機会が生じる。そういった経験を通して、子

どもを育ててよかったと思うような、エンパワーメントの視点が子どもと保育・子育て支

援の部分において欠けているのではないか。 

〇 「出産前からつながる」を実現するうえで母子保健領域（子育て支援包括支援センター）

との連携が必要だが一定ハードルが存在する。また、現状は共働き夫婦が多い中で、地域

の取り組みに参加しづらい状況や、母子保健に特化してしまい夫が参加しづらい等、支援

内容面でも課題がある。 

〇 子どものウェルビーイングを実現するために、乳幼児期からの親以外の大人や様々な

世代とのかかわりを持てるようにする必要があるのではないか。そういった機会を設け

ることにより地域に祝福されていると感じられるのではないか。 

〇 人生 100 年を意識した地域との連携、シニア世代に活躍の場を提供していく必要があ

るのではないか。 

 

＜親と子のウェルビーイングの実現/家庭支援＞ 

〇 家庭を築くというコペアレンティング（夫婦で子育てをすることの理解、産後の生活、

育児方針、赤ちゃんへのかかわりと影響、仕事・家事の分担、親としての立ち位置、子ど

もの成長・発達、チームとしての支え合い等）の視点が必要。 

〇 子どもにとっての良質な環境を確保するうえで、夫婦の子育てに対する自己肯定感や

配偶者への愛情・配偶者との良好な関係構築が重要となるのではないか。 

〇 日本においては仕事・子育ての希望と現実にギャップがあり、これが子育てに対する自

己肯定感の形成等に悪影響を与えている可能性があるのではないか。子育てに閉じた検

討ではなく働き方や企業も巻き込んだ検討・取組を行う必要があるのではないか。。 

 

＜柔軟かつ多少な支援メニュー及び支援体制＞ 

〇 産前産後ヘルパー派遣や産後ケア事業（専門職によるケア）、産後サポート事業（地域

人材によるサポート）を誰もが活用できる社会づくりが必要ではないか。 

〇 多様な子育て家庭への訪問支援事業の整理と併せて、ヘルパー人材の育成に向けた研

修制度の確立、ヘルパー人材の確保が必要ではないか。 

〇 伴走型支援を起点とした母子保健と地域の子ども子育てとの連携の実現。市区町村に

おいて各地域の実態を踏まえた創意工夫がなされることが求められてくる。 



 

 

〇 0 歳児期は、男女ともに育休取得と経済的支援が受けられる制度づくりが必要ではない

か。1・2 歳児の保育の必要性については、家庭ごとに希望がかなえられるよう徐々に緩

和。特に 2 歳児については、希望すれば、年度途中でも入所できるよう推進。また、職場

復帰時の保育予約、第 2 子出産時の第 1 子の 2 週間程度の預かりは保障を必須とする。 

〇 地域子育て支援拠点での一時預かり、NPO 等の一時預かり事業への参入促進。 

〇 児童虐待の「児童虐待家庭」を、「支援が必要な家庭」と捉え直し、予防型社会を目指

す必要があるのではないか。 

〇 子育てで苦労をしているのは自分だけではないという気持ちを持ってもらう。お互い

の語り合いの中で今の自分の子育てを客観的に捉えて、いろんな情報との精査の中で自

分らしい子育てを見出していくよう、エンパワーメントできる必要があるのではないか。 

 

＜自治体における子ども・子育ての取り組みの変革＞ 

〇 こどもまんなか社会を実現する自治体の体制見直し（市区町村の政策のまんなかに位

置づけ）が必要ではないか。 

〇 第 3 期子ども・子育て支援事業計画の見直しに伴い、子ども・若者・子育て当事者の声

をしっかりと反映させる必要があるのではないか。 

〇 都道府県による事業実施状況の公表、情報提供・申請方法・支払方法等の DX 化を促

進する必要があるのではないか。 

 

 

 

 

 

  



 

 

なお、プレゼンテーションの際に柿沼委員よりご説明いただいた資料は以下のとおり（一部

抜粋）。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

（参考） 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

（３）松本委員プレゼン 

 松本委員より、資料に沿ってプレゼンテーションをご実施いただいた。プレゼンテー

ションの実施内容は以下のとおり。 

 

＜取組＞ 

〇 まちぐるみの保育を大事にしている。それは子どもの学び・育ちのためにという視点

と、もう一つ、保育園・こども園自体がまちづくりの拠点になっている、地域のウェルビ

ーイングの拠点になっていけるのではないか、という考えによる。そのために地域に開か

れた場を用意して、例えばカフェなどがあったり、人は人がつなげるということで、コミ

ュニティコーディネーターを配置している。 

〇 渋谷区と共同で、子育て世代包括支援センターの枠組みを使いながら、日本版のネウボ

ラに取り組んでいる。 

 

＜”子どもたち””園”を中心とした地域のつながりの広がり＞ 

〇 子どもたちを真ん中に置きながら、保護者の方と保育者と連携しながら、また地域の人

とも分かち合いながら、子どもの育ち・学びのための連携をする。 

〇 保護者の視点でいえば、子育て支援・子どもたちの学びの充実につながる。 

〇 地域の視点でいえば、孤立の解消の視点にもつながる。 

〇 さらに地域・子育て支援拠点というような位置づけから、妊娠期からのつながりを園で

も取り入れている。 

〇 地域の子育て世代をつないでいくと、“共育て”のコミュニティができてくる。それによ

り、当事者が欲しい場をつくる声が上がってくる。みちあそびの子どもたちの環境、プレ

イパーク、酒屋の跡地を利用した子どもの居場所づくり etc…。地域主体の取組みで様々

な活動が進んでいる。 

〇 “共育て”のコミュニティというのは、実はもう一つの側面から見ると、地域の若い世代

のネットワークとも見ることができる。園は保護者が毎日通い、信頼関係を育みやすい。

若い世代をネットワークし、町内会等につないでいくと、全体で多世代の交流が回すこと

もできる。 

〇 地域のつながりを育んだ結果、教育的にはコミュニティスクールの充実も目指すこと

ができる。 

〇 園が子どもの育ち・学びの充実とともに、子育て支援の充実、そして地域のウェルビー

イングにも関係するような取り組みができるのではないかというふうに感じている。 

 

＜取組を進めるために必要な要素＞ 

〇 園が「子どもの育ち・学びの充実」＋「子育て支援の充実」＋「地域のウェルビーイン

グ」の中心となる取組を進めるためには、①コミュニティコーディネーターの存在、②参



 

 

加を呼び込む子どもの姿の可視化と共有、③切れ目のない子育て支援と居場所づくりか

ら、子育て家庭との接点を増やす、④チーム保育と業務改善、が重要。 

〇 「①コミュニティコーディネーター」について。「園内の人どうし」「園とまち」「まち

どうし」をつなぐ人材。コミュニティワークをもう少し意識し、専門的な役割を設置して

も良いのではないか。 

〇 「②参加を呼び込む子どもの姿の可視化と共有」について。いわゆるドキュメンテーシ

ョンと言われるが、子どもの学びのプロセスを可視化し、地域と共有することで、地域・

保護者が子どもの学びのプロセスに参加することが可能になる。あるいは、子育て家庭に

参考になることも考えられる。 

〇 「③切れ目のない子育て支援と居場所づくりから、子育て家庭との接点を増やす」につ

いて。妊娠期～出産～就学まで、相談と支援を園でも進めていくことが可能だと考えてい

る。そのために、多様なひろば（事業）や一時保育を進めて、多様な接点を持って行くこ

とが重要。 

〇 「④チーム保育と業務改善」について。保育者の環境の充実も欠かせない。子どもと接

していない、研究や準備のために使う「ノンコンタクトタイム」の整備や、業務効率の改

善（DX）等も進めていきたい。保育者に余裕があることによって、地域に対して開かれ

た子育て支援の充実が可能。 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

（４）協議事項のまとめ 

 第２回研究会における委員の協議事項のまとめは以下のとおり。 

 

〇 10 年ということを一つのメルクマールとして考えたとき、子ども・子育て環境が大き

く変貌しており、その変化の見通しも視野に入れながら議論する必要がある。また、同

時に、全ての子ども・子育て家庭に充実した支援をする、特に全ての子どもの最善の利

益を保障することが必要であるという「理念」が重要であることが確認された。 

〇 上記の理念を全国で実現するために、現場の負担・技量も踏まえつつ、配置基準の改

善・家庭訪問（アウトリーチの充実）の実質的な普及を目指すべきであるという認識が

確認された。 

〇 また、「夫婦による子育て」の価値観の普及、妊娠期からの支え合い、コーディネー

ターによる保育と外部との橋渡しといった、様々な主体を巻き込んだ、地域ぐるみの子

育てに向けた仕掛けが必要である、という意見も確認された。 

〇 「10 年後の社会」は、子育てを取り囲む環境が劇的に変化していると考えられ、その

中で子どもの利益を十分に保障するためには、現時点で既に抱えている課題を解決しつ

つも、保育士や子育て世帯が孤立しない環境を作り上げていく必要がある。第２回研究

会では、そのために必要と考えられる施策・対策を多く挙げられる形となった。 

 

 

 

 

 

  



 

 

３．第３回研究会 

「１０年後の子ども・子育て支援の在り方を考える研究会」の第３回研究会概要は以下の通

り。 

 

（１）議事次第等 

〇 開催日時： 

 令和 5 年 2 月 21 日（火） 10:00～12:00 

 

〇 開催場所：ワークスタイリング虎ノ門駅前 カンファレンスフィールド 

（東京都港区西新橋 1-6-21 NBF 虎ノ門ビル 9 階） 

 

〇 研究会委員プロフィールと出席状況： 

No. 委員名 所属 出席状況 

1 池本 美香 株式会社日本総合研究所 出席 

2 奥山 千鶴子 認定 NPO 法人びーのびーの 理事長 出席 

3 柿沼 平太郎 学校法人柿沼学園 理事長 出席 

4 柴田 悠 京都大学総合人間学部 准教授 出席（オンライン） 

5 鈴木 眞廣 社会福祉法人わこう村 理事長 出席 

6 野澤 祥子 東京大学 Cedep 准教授 出席 

7 松本 理寿輝 まちの保育園・こども園 代表 出席 

8 吉田 正幸【座長】 株式会社保育システム研究所 代表 出席 

 

〇 議事次第： 

１．開会 

 

２．議事 

 （１）第 2 回研究会での議論の振り返り 

（２）委員プレゼン 

（３）ディスカッション 

（４）次年度の進め方 

 （５）その他 

 

３．閉会 

 

  



 

 

（２）鈴木委員プレゼン 

 鈴木委員より、資料に沿ってプレゼンテーションをご実施いただいた。プレゼンテー

ションの実施内容は以下のとおり。 

※プレゼン資料は一部抜粋とする 

＜取組＞ 

〇 毎年、プールを「おやじの会」によって手造りで設けたり、子どもと近くの高齢者が関

わり合う機会を作ったり、社会自立支援グループとの交流の場を作る等、地域と交流の場

をとにかく多く設けている。 

〇 職員が気の向いたときに開く居酒屋も設置される等、”園”が地域の関わり合いの場とし

て機能するような工夫を実施している。 

 

＜変わらず存在する保育の現場の課題＞ 

〇 平成初期には、保育所保育指針の改訂により、「教え手側」から「学び手側」に視点が

移行し、現在のアクティブラーニングに繋がっている。一方、保育の現場は必ずしもそれ

に対応できているわけではなく、子どもにとって受動的な環境が続いている。 

〇 そのような中、「不適切な保育」の報道が増加。原因として、「保育者のスキル不足」「行

きすぎた指導方針」「人手不足の加重労働」「ストレス」といったことが挙げられる。 

〇 例えばフィンランドでは、16 時半に終業し、家庭や子育てに向かう時間が保証されて

いるが、日本の場合、会社・経済の都合で保育が年々長時間化する他、保育現場にタスク

が丸投げされ、職員は疲弊、職場環境の劣化が進んでいる。 

〇 ドイツやオランダでも、長時間労働の法律による禁止や、時間貯蓄制といった環境が整

備されている。 

〇 「異次元の少子化対策」というのであれば、家庭や子育て・地域参加に向かう時間が作

れるような制度改正を実施すべきではないか。 

 

＜子育て共同体の必要性＞ 

〇 現代社会では経済発展のために産業化・工業化・情報化が進んだ結果、効率化が進み、

お互いに養う領域に存在する人々の数が少なくなっている。結果、人々の関わり合いも減

少し、”孤立化”が激しく進展している。 

〇 その気付きの中、”わこう”では、「偏った保育者の人柄集団」ではできないこと、伝え

られないことが多くあるのではないか、という課題意識から、保護者・地域の人々との関

わり合いが重要であるという結論に至り、地域との関わり合いの取組みを進めてきた。 

〇 専門家にしかできないような特殊な保育では、役割の分担化が起きてしまい、保護者や

地域との連携・協働の関係が作りづらい。 

〇 人と人を繋いでいく関係づくりの「保育」「子育て支援」が、今何よりも必要なのでは

ないか。  



 

 

なお、プレゼンテーションの際に柿沼委員よりご説明いただいた資料は以下のとおり

（一部抜粋）。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

（３）協議事項のまとめ 

 第 3 回の協議結果のまとめは以下の通り。 

 

〇 働き方と子育て・保育との関係性に関連して、労働時間に関する制度改革は子育て時

間の確保にとって必須との見解を共有した。 

〇 子育て・保育を取り巻く環境として、困難な状況にある子どもの増加、障害への理解

の変化（ギフテッド、ニューロダイバーシティなど、捉え方の変化）が見られていると

の意見や、インクルーシブ視点の普及必要性に関する指摘があった。こうした状況を踏

まえ、予防型ケア方法を構築していくこと（外に出やすくする、訪問する、など）の重

要性に関しても意見が交わされた。 

〇 経済不安や、子どもを持つことに対するハードルが上がっている状況（子どもを持つ

ことがとても難しいもの、特別なものになりすぎている）についての指摘があった。こ

の点について、教育機関等と連携し、教育の過程で子どもに触れる機会を作ることで、

子どもを身近なものとして認識できるようにすることを提案する意見もあった。 

〇 その他、今後の子ども・子育て支援に求められるものとしては、以下のような事項が

挙げられた。 

 ・「誰もが利用できる保育施設」「親の就労のための保育から、子どもの健やかな育ちの

ための保育」に変わっていくべきではないか。 

 ・園や保育者が目指したい保育のあり方を見つめ直し、実現していくべきではないか。 

 ・施設の活動に対する保護者の参画機会の創出、保護者同士による活動が活発化するこ

とも望ましいのではないか。また、保護者だけでなく、地域のその他主体（高齢者、地

域自立支援センターなど）をつなぐ、関係を構築する意識が必要ではないか。 

 ・妊娠期からサポートするアウトリーチの在り方を検討していくべきではないか。例え

ば、産前産後の物理的なサポート（ベビーシッター等）の充実が求められるのではない

か。 

 ・支援拠点は、「指導される場所」ではなく、「話を聞いてもらえる場所」にしていく必

要があるのではないか。 

 ・リアルなコミュニティ（地縁に基づくコミュニティ）にこだわらないコミュニティの

形成を意識することも必要ではないか。 

・保育から教育への接続を強化していく必要があるのではないか。 

  



 

 

第３章 研究会における議論のまとめと今後の検討に向けた課題 

１．研究会における議論のまとめ 

 前章にて整理した結果について、本章では①取り巻く社会環境の変化に関する事項、そ

れらの変化を踏まえつつ②子ども・子育て支援の在り方/理念・ビジョンについて整理す

る。そのうえで、その理念やビジョンを実現するうえで必要になる事項について主に保育

所等の施設や地域の子ども子育て支援事業が担うべき要素について整理する。以下、これ

らの整理について述べる。 

 

（１）取り巻く社会環境の変化及び子ども・子育て支援の在り方/理念・ビジョン 

 取り巻く社会環境及び理念・ビジョンに関し、研究会では大きく①子育ての捉え方/子ど

もとの時間、②働き方/経済環境、③保育/教育の形、④その他の 4 つの異なる要素につい

て具体的に検討すべき、という意見が挙がった。 

①子育ての捉え方/子どもとの時間に関しては、将来的に、子どもと触れ合う時間に関す

る捉え方に変化が生じてくるのではないか、といった点が挙げられた。現在は子育てに対

してややネガティブな印象を持つ人もいる中で、理念・ビジョンとしては、子育ての「普

通」化や親のエンパワーメントの視点を導入することで子育てをよりポジティブなものと

して捉えるようにすべきであり、またこれにより、親と子それぞれのウェルビーイングを

実現する方向性を目指すべきとの意見が挙げられた。 

②働き方/経済環境に関しては、IT 技術の進化によりリモートワークの進展等の働き方

の変化や将来の経済的な不安の高まり等が将来的な社会環境の変化として挙げられた。そ

ういった環境変化の中、これまでは労働人口を増やすための子ども・子育て支援施策の検

討が行われてきた側面があったが、今後の理念・ビジョンとしては、健やかな子どもの育

ちや少子化対策の為の保育や働き方の検討がなされていくことが重要ではないかという意

見が挙げられた。また、経済的な不安の高まりへの対応として、経済的な安定性の低い家

族でも安心して子ども子育てができる環境の必要性も挙げられた。 

③保育/教育の形に関しては、これまで多様な働き方を支えるためにこれまで延長保育や

病児保育などのサービスが充実してきたが、今後はこれらについて更なる拡充に向けた検

討がなされる可能性が想定されるとの意見があった。そういった中、今後の理念・ビジョ

ンとして、親が孤独に子育てに取り組むのではなく、地域として協同で取り組む形に転換

していくべきとの意見が挙げられた。具体的には、家庭、地域、園・事業者・専門職の関

係の最適化、ライフステージを通じたこども・子育てとの関わりの変革、子どもの誕生や

成長を喜ぶ地域づくり、新しい保育者像・保護者像の形成等が挙げられた。また、それら

を実現することと並行して、両親の地域活動への巻き込みや競争から共創への価値観の変

革を通して子ども・子育てにとどまらない地域リソースの強化を目指すことの重要性につ

いても指摘された。 



 

 

④その他に関しては、障害への理解の変化や困難な状況にある子どもの増加を大きなト

レンドとしてとらえつつ、今後の理念・ビジョンとして、健全家庭・要支援家庭の再定義/

予防型社会の実現、インクルーシブな視点の導入が挙げられた。 

 上記の取り巻く社会環境の変化及び子ども・子育て支援の在り方/理念・ビジョンについ

て、図表 2 のとおり一覧的に整理を実施している。 

図表 2 論点整理（１） 取り巻く社会環境と子ども・子育て支援の在り方/理念・ビジ

ョン 

 

なお、上記の理念・ビジョンを実現することは、子ども・子育て分野に留まらず、様々な

社会課題への解決に向けての貢献も期待されることが研究会でも指摘された。特に大きな

要素として、「未来への人材育成」、「家庭での働き方の両立と親のエンパワーメントの支援」

が挙げられた。 



 

 

（２）理念・ビジョンを実現するにあたり求められるもの 

 上記の理念・ビジョンを実現するにあたって求められるものについて、研究会で挙げら

れた要素を整理した結果を図表 3 にて示す。 

図表 3 論点整理（２） 10 年後を見据えた子ども・子育て支援に求められるもの 

 

研究会で挙げられた要素は、大きく分けて「いわゆる「園」に求められるもの」と「地

域の子ども・子育て支援事業において求められるもの」、さらに両方に共通して求められ

るものの３つに分けて整理することが可能である。上図では、それぞれにおいて具体的に

求められるものを整理するとともに、それらを実現するにあたって必要となる人材やその

他資源等の要素について整理している。 

 

なお、研究会では、大きな枠組みとしての機能についてのみならず、未就園児への支援

（いわゆる「園」における未就園児の受入）や子どもの居場所づくり、シニア人材の活躍

の場創出・コーディネーター人材の配置等、具体的な施策につながるような要素も数多く

指摘されたが、こうした方向性を踏まえた施策の検討が、国・自治体それぞれのレベルで

なされ、具現化されていくことが、（１）の理念・ビジョンの実現につながっていくこと

になると考えられる。 

そして、少子化の更なる進展や足下での新型コロナウイルス感染症の影響もあり、子ど

も・子育ての環境の将来的な見通しは不透明な状況にあるが、そうした中でも、今、この

時点は、こども・子育て政策の今後を考えていく上での一つのターニングポイントと捉え

ることができる。 

国では、令和 5 年 3 月末にこども・子育て政策の強化についての試案をとりまとめ、さ

らに検討を深めた上で、6 月の骨太の方針 2023 までに、将来的なこども予算倍増に向けた

大枠を提示するとの方針が示されている。 



 

 

そして、自治体に目を向ければ、第 3 期子ども・子育て支援事業計画（令和 7 年度～令

和 11 年度）の策定に向けた検討に着手しているタイミングにある。この事業計画は、こ

ども・子育て支援事業の提供体制の確保などを目的としたものであるが、いわゆる「待機

児童」が一部の地域を除きほぼ解消に向かっている一方、子育てに伴う「負担感」や「孤

立感」を指摘する声は引き続き存在するなど、計画策定の背景となる社会環境はこれまで

と変化してきており、自治体における計画策定、そして具体的な施策・事業の検討を進め

ていく上では、改めて事業・サービスの「量」の確保のみならず、「切れ目のない支援体

制をどう構築するか」といった「質」の確保を意識することが求められている状況である

と考えられる。 

そうした中、地方版子ども・子育て会議等における計画策定プロセスを通じて、それぞ

れの地域における支援体制の構築・整備に向けた議論が関係者間で進められることになる

が、その際、図表 4 に示すように、本調査研究において整理した論点や、研究会で取り上

げた実践事例が参考とされ、議論の活性化、そして、事業計画がより良いものとなること

につながることを期待して、今回のまとめとしたい。 

図表 4 研究会での検討と直近の検討への反映 

 

  



 

 

２．今後の検討に向けた課題 

 本調査研究は、研究会の開催が全 3 回という制限もあり、研究の対象は特にいわゆる

「園」や地域による子ども・子育て支援に関するものにとどまった。一方、理念・ビジョ

ンの整理では、働き方や親と子の時間の捉えなおし、困難な状況にある子どもへの支援な

ど、子ども・子育て分野に留まらず、他分野と連携して検討を深める必要がある要素が幅

広く挙げられている。これらの他分野との連携を、今後どのようにして進めていくかとい

った観点も理念・ビジョンの実現において必要不可欠となる。 

また、他分野との連携に係る検討を通し、地域・コミュニティを一つの横軸でみた中で

の子ども・子育て機能の位置づけや機能の具体的な内容の議論・論点整理が求められる。

これらの検討・整理の結果は、他分野における検討に双方向的に反映させていくことが重

要と考えられることから、子ども・子育て分野に留まらない、様々な分野の主体・組織を

巻き込んだ形での検討が行われることが重要である。 

図表 5 今後求められる検討イメージ 

 

 


